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関西電力株式会社大飯発電所３号炉及び４号炉の 

発電用原子炉設置変更許可について（案） 

―特定重大事故等対処施設及び 

所内常設直流電源設備（３系統目）の設置― 

 

令和２年２月２６日 

原子力規制委員会 

 

１．経緯 

原子力規制委員会は、平成３１年３月８日に、関西電力株式会社（以下「関

西電力」という。）から核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３

の８第１項の規定に基づき提出された特定重大事故等対処施設及び所内常設直

流電源設備（３系統目）の設置に係る大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可

申請書を受理した。また、令和元年１２月２６日及び令和２年２月５日1に、関

西電力から当委員会に対し同申請の補正書の提出がなされた。 

当委員会は、本件申請について、原子炉等規制法第４３条の３の８第２項に

おいて準用する同法第４３条の３の６第１項各号のいずれにも適合しているも

のと認められることから、令和２年１月２９日、審査の結果の案を取りまとめ、

原子力委員会及び経済産業大臣の意見を聴取した。 

 

２．原子力委員会への意見聴取の結果 

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３

の６第３項に基づき、同法第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可の基

準の適用について原子力委員会の意見を聴いたところ、別紙１のとおり「本件

申請については、（中略）当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそ

れがないものと認められるとする原子力規制委員会の判断は妥当である」との

答申があった。 

 

３．経済産業大臣への意見聴取の結果 

原子炉等規制法第７１条第１項に基づき、経済産業大臣の意見を聴いたとこ

ろ、別紙２のとおり「許可することに異存はない」との回答があった。 

 

                                                   
1 令和２年１月２９日付け大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可（有毒ガス防護に係る

規制の新設を踏まえた変更）を踏まえた、本件申請の内容の変更を伴わない補正 

資料２ 
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４．審査の結果について 

審査書については、令和２年２月５日付け補正を反映し、別紙３添付１及び

添付２のとおりとする。本申請が原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２

号（技術的能力に係る部分に限る。）、第３号及び第４号に適合しているものと

認められるとの結論に変更はない。 

以上のことから、別紙３のとおり審査の結果2を取りまとめる。 

 

５．発電用原子炉設置変更許可処分について 

以上を踏まえ、本件申請が原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において

準用する同法第４３条の３の６第１項各号に規定する許可の基準のいずれにも

適合していると認められることから、同法第４３条の３の８第１項の規定に基

づき、別紙４のとおり許可することとする。 

なお、本件申請に係る大飯発電所について、当委員会は、平成３１年度第４回

原子力規制委員会において、大山火山の大山生竹テフラ（ＤＮＰ）の噴出規模は

11 ㎦ 程度と見込まれること、及び、大山倉吉テフラ（ＤＫＰ）とＤＮＰが一連

の巨大噴火であるとは認められず、上記噴出規模のＤＮＰは火山影響評価にお

いて想定すべき自然現象であることを認定し、上記のとおり認定した事実に基

づけば、火山事象に係る「想定される自然現象」の設定として明らかに不適当で

あり、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則第６条第１項への不適合が認められるため、原子炉等規制法第４３条の３

の２３第１項の規定に基づき基本設計ないし基本的設計方針を変更すべき旨、

令和元年６月１９日に関西電力に命じたところである。関西電力からは、令和元

年９月２６日に当該事項に係る設置変更許可申請がなされている。 

当委員会は、（ⅰ）平成３１年度第４回原子力規制委員会において判断したと

おり、大山火山は活火山ではなく噴火が差し迫った状況にあるとはいえず、上記

のとおり認定したＤＮＰの噴出規模の噴火による降下火砕物により当該発電所

が大きな影響を受けるおそれがある切迫した状況にはないこと、（ⅱ）上記の命

令の適切な履行により上記の不適合状態は是正することができ、かつ、大山火山

の状況に照らせばこれで足りることなどから、上記命令に係る手続が進んでい

る現在の状況下における本件の審査においては、ＤＮＰの噴出規模を含め火山

事象に係る「想定される自然現象」については、既許可（令和２年１月２９日許

可）の想定を前提として、本件申請についての基準適合性を判断したところであ

る。 

 

  

                                                   
2 セキュリティの観点から非公開とすべき部分を不開示とした上で公開する。 
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＜資料＞ 

 別紙１ 関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３号及び４号

発電用原子炉施設の変更）について（答申） 

 別紙２ 関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３号及び４号

発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について（回答） 

 別紙３ 関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び

４号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律に規定する許可の基準への適合について（案） 

 添付１ 関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

（３号及び４号発電用原子炉施設の変更のうち、特定重大事故等対

処施設の設置）に関する審査書（核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力

に係るもの）、第３号及び第４号関連）（案） 

         添付２ 関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

（３号及び４号発電用原子炉施設の変更のうち、所内常設直流電源

設備（３系統目）の設置）に関する審査書（核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項第２号

（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連）（案） 

 別紙４  大飯発電所の発電用原子炉の設置変更（３号及び４号発電用原子炉施設の変

更）について（案） 

参考  審査書案の修正箇所（新旧対照表）
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【別紙１】
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【別紙１】
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【別紙３】 

 

関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）の核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定

する許可の基準への適合について（案） 
 

番      号 

年   月   日 

原子力規制委員会 

 

平成３１年３月８日付け関原発第５６４号（２０１９年１２月２６日付け関原発第４４

１号及び２０２０年２月５日付け関原発第５１５号をもって一部補正）をもって、関西電力

株式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に

基づき提出された大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号発電用原

子炉施設の変更）に対する法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の３の

６第１項各号に規定する許可の基準への適合については以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法

律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」という。）に基づく拠出金

の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、法に基づく指定を受けた国内

再処理事業者において再処理を行うことを原則とし、再処理されるまでの間、適切に

貯蔵・管理するという方針に変更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が原子力の平

和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理事業者において実施す

る、海外再処理によって得られるプルトニウムは国内に持ち帰る、また、再処理によ

って得られるプルトニウムを海外に移転しようとするときは、政府の承認を受ける

という方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１２年６月３０日 

付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はないこと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められる。 

 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る特定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源設備（３系統

目）設置工事に要する資金については、自己資金、社債及び借入金により調達する計画と

している。 

申請者における総工事資金の調達実績、その調達に係る自己資金及び外部資金の状況、

調達計画等から、工事に要する資金の調達は可能と判断した。このことから、申請者には

本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更するために必要な経理的基礎があると認め

られる。 
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３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付１及び添付２のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更

するために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付１及び添付２のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置

を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足

りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付１及び添付２のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が

核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防

止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであると

認められる。 
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        【別紙４】 

（案） 

 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 関西電力株式会社 

取締役社長 名 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 

 

 

大飯発電所の発電用原子炉の設置変更（３号及び４号発電用原子

炉施設の変更）について 

 

 

平成３１年３月８日付け関原発第５６４号（２０１９年１２月２６日付け関

原発第４４１号及び２０２０年２月５日付け関原発第５１５号をもって一部補

正）をもって、申請のあった上記の件については、核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第４３条の３の８

第１項の規定に基づき、許可します。 
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 【参考】  

審査書案の修正箇所（新旧対照表） 

 

（添付１）関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４

号発電用原子炉施設の変更のうち、特定重大事故等対処施設の設置）に関する

審査書（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３

の６第１項第２号（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連) 

 

該当箇所 旧 新 

審査書 

P1 12行目 

（平成 31年 3月 8日申請、令

和元年 12月 26日補正） 

（平成 31年 3月 8日申請、令

和元年 12月 26日及び令和 2

年 2月 5日補正） 

審査書 

P10  

24～26行目 

申請者は、本申請に係る技

術的能力について、規制委員

会が令和元年 12月 11日付け

原規規発第 1912112号をもっ

て許可した大飯発電所の発電

用原子炉設置変更許可申請

（平成 30年 7月 27日申請、

平成 31年 4月 17日、令和元

年 7月 12日、令和元年 9月

10日及び令和元年 10月 8日

一部補正） 

申請者は、本申請に係る技

術的能力について、規制委員

会が令和 2年 1月 29日付け原

規規発第 2001294号をもって

許可した大飯発電所の発電用

原子炉設置変更許可申請（平

成 31年 2月 8日申請、令和元

年 11月 14日、令和元年 12月

2日及び令和元年 12月 12日

一部補正） 

 

審査書 

P92 

5～8行目 

既許可

申請 

令和年 12 月 11 日

付け原規規発第

1912112 号をもっ

て許可した大飯発

電所発電用原子炉

設置変更許可申請

（平成 30年 7月 27

日申請、平成 31年

4 月 17 日、令和元

年 7月 12日、令和

元年 9月 10日及び

令和元年 10月 8日

一部補正） 
 

既許可

申請 

令和 2年 1月 29日

付け原規規発第

2001294 号をもっ

て許可した大飯発

電所発電用原子炉

設置変更許可申請

（平成 31 年 2 月 8

日申請、令和元年

11月 14日、令和元

年 12月 2日及び令

和元年 12 月 12 日

一部補正） 
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 【参考】  

審査書 

P90 4行目 

ＤＮＰの噴出規模を含め火山

事象に係る「想定される自然

現象」については、既許可の

想定を前提として、本件申請

についての基準適合性を判断

したところである。 

ＤＮＰの噴出規模を含め火山

事象に係る「想定される自然

現象」については、既許可

（令和 2年 1月 29日許可）の

想定を前提として、本件申請

についての基準適合性を判断

したところである。 

 

 

（添付２）関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４

号発電用原子炉施設の変更のうち、所内常設直流電源設備（３系統目）の設

置）に関する審査書（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号

関連） 

 

該当箇所 旧 新 

審査書 

P1 12行目 

（平成 31年 3月 8日申請、令

和元年 12月 26日一部補正） 

（平成 31年 3月 8日申請、令

和元年 12月 26日及び令和 2

年 2月 5日一部補正） 

審査書 

P3  

11～14目 

申請者は、本申請に係る技

術的能力について、規制委員

会が令和元年 12月 11日付け

原規規発第 1912112号をもっ

て許可した大飯発電所の発電

用原子炉設置変更許可申請

（平成 30年 7月 27日申請、

平成 31年 4月 17日、令和元

年 7月 12日、令和元年 9月

10日及び令和元年 10月 8日

一部補正）。 

申請者は、本申請に係る技

術的能力について、規制委員

会が令和 2年 1月 29日付け原

規規発第 2001294号をもって

許可した大飯発電所の発電用

原子炉設置変更許可申請（平

成 31年 2月 8日申請、令和元

年 11月 14日、令和元年 12月

2日及び令和元年 12月 12日

一部補正）。 

審査書 

P10 28行目 

ＤＮＰの噴出規模を含め火山

事象に係る「想定される自然

現象」については、既許可の

想定を前提として、本件申請

についての基準適合性を判断

したところである。 

ＤＮＰの噴出規模を含め火山

事象に係る「想定される自然

現象」については、既許可

（令和 2年 1月 29日許可）の

想定を前提として、本件申請

についての基準適合性を判断

したところである。 
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